
お 知 ら せ

平成２３年２月７日

大 分 県 農 林 水 産 部

大分市宮尾の高病原性鳥インフルエンザ発生農場を中心とする移動

制限区域の縮小及び卵の出荷再開について

大分市宮尾の高病原性鳥インフルエンザ発生農場を中心とする移動制限区域内

における１００羽以上を飼養する１０農場（採卵鶏：６農場、肉用鶏：２農場、

その他（自家用）：２農場）については、発生状況調査（臨床検査、ウイルス分

離検査及び血清抗体検査）ですべて陰性を確認しました。

また、１００羽未満飼養の農場等についても、臨床検査等で異常がないことを

確認しました。

このことから防疫指針に則り、発生農場を中心に半径１０ｋｍで設定されてい

る移動制限区域について、５ｋｍに縮小し、５～１０ｋｍの範囲を搬出制限区域

と設定することとなりました。

また、採卵鶏６農場の卵の出荷が家畜保健衛生所により受入体制が整っている

と確認されたＧＰセンター等の施設に限り、

（１）出荷まで毎日死亡鶏の数を家畜保健衛生所に報告すること

（２）出荷開始日又はその前日に、家畜保健衛生所の臨床検査を受けて異常が

ないこと

を条件として、卵の出荷を認めることとしました。
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